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平成２４年５月２１日

お 知 ら せ

梅雨時期前に国道５４号の道路法面を職員により点検実施！！

　国土交通省松江国道事務所では、梅雨期の集中豪雨が多く発生する

時期を控え、国道５４号の道路法面の状況把握を行うため、職員自ら

点検を実施します。

　点検箇所は、事前通行規制区間を中心に法面の落石や排水路の土砂

堆積の状況について、点検を行います。

　異常が確認された場合には、落石対策や排水路の土砂撤去などの対

応を早急に実施する予定です。

飯南町都加賀～雲南市三刀屋町乙加宮　計２１箇所（別紙参照）

○点検時期　：平成２４年５月下旬～６月上旬

○点検場所　：

 【問い合わせ先】

　　　　　　副所長（管理）　　　　吉岡　晴彦　（内線２０５）
　

（現場担当）頓原維持出張所長　　　高橋　渉
　

（広報担当）調査設計課長　　　　　西ノ原　真志（内線４５１）
　

 TEL：0852-26-2131(代表)URL:http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/
 　　 0854-72-0004（頓原維持出張所）

国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所
　　　　　　　　島根県松江市西津田２丁目６番２８号

　 よしおか   はるひこ

　 たかはし   わたる

 　にしのはら　　 まさし

なお、雲南市掛合町入間の事前通行規制区間内の点検を以下のとおり開始し
ます。
　　　　５月２５日（金）　１０時００分より実施。（雨天延期）
　

※上記以外での取材につきましては下記担当まで問い合わせください。

うんなんしかけやちょういるま じぜんつうこうきせいくかん

※事前通行規制区間とは
　　　豪雨等の異常気象時に土砂崩れや落石等の恐れがある箇所について、災害が発生する
   前に道路管理者により通行を制限する区間です。当事務所の管理する国道５４号には連続
   雨量が２３０mmに達した場合に通行を制限する区間が３箇所あります。

いいなんちょうつがか うんなんしみとやちょうおつかみや
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昨年５月豪雨時の点検状況

事前通行規制区間①
（飯南町都加賀）

事前通行規制区間②
（雲南市掛合町入間）

事前通行規制区間③
（雲南市三刀屋町乙加宮）

○点検箇所７箇所
（法面崩壊・落石・土石流）

○点検箇所９箇所
（法面崩壊・落石・土石流）

○点検箇所５箇所
（法面崩壊・落石・土石流）

※５月２５日（金）10:00～点検予定箇所
雲南市掛合町入間地区
（国道５４号距離標）
１２４ｋ６８０～１２５ｋ１８０

点検実施箇所

【当日の集合箇所について】

至三次

至松江

【集合場所】
１２５ｋ３００付近駐車ｽﾍﾟｰｽ

　５月２５日（金）１０時００開始の点検の集
合場所は国道５４号１２５ｋ３００付近右側
（三次方面に向かって右側）の駐車スペー
スです。

　１２５ｋ３００付近の駐車スペースは道の駅
掛合の里より５．８ｋｍ三次側に走った所に
あります。

※詳細は担当までご連絡ください。


